保存同種骨組織を用いた運動器機能再建術の実施計画書



1）整形外科主治医が対象となる患者を診察した際、保存同種骨組織を用いた運動器機能再建術が最も望ましいと判断した場合には、整形外科部長および医長とともに有用性について討議する。

2）主治医は対象患者に対し保存同種骨組織を用いた運動器機能再建術の内容について説明をする。

3）手術説明時に、「保存同種骨組織を用いた運動器機能再建術」についてもインフォームド・コンセントを行い、移植手術についての同意書を作成する。

4）整形外科の総意として、保存組織を用いた運動機能再建術が最も望ましいと判断した場合、主治医は愛媛大学病院骨バンクに対して保存同種骨組織のシッピング申請を行う。

5）シッピング申請は、愛媛大学病院骨バンクが指定する保存骨組織申請書（資料6）に必要事項を記入して申し込む。

[bookmark: _GoBack]6）愛媛大学整形外科カンファランス（毎週月）で症例検討を行い、愛媛大学骨バンク委員会で適応・提供骨頭数の審査を行う。

7）愛媛大学骨バンク委員会で承認されれば、保存骨組織使用判定書（資料7）と共に保存同種骨が供給される。

8）手術経過と感染症伝播に関する報告書を、手術直後、術後半年と術後1年時点で作成し、愛媛大学病院骨バンクに報告する。
